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１．技能実習制度の現状
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①就労目的で在留が認められる者 約32.9万人【約21.0万人】
(いわゆる「専門的・技術的分野」）
・一部の在留資格については、上陸許可の基準を「我が国の産業及び国民生活に与える
影響その他の事情」を勘案して定めることとされている。

②身分に基づき在留する者 約53.2万人【約27.3万人】
(｢定住者｣（主に日系人）、「永住者」、「日本人の配偶者等」等)
・これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で報酬を受ける活動
が可能。

④特定活動 約4.1万人【約2.4万人】
（ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就
労者、外国人造船就労者等）
・「特定活動」の在留資格で我が国に在留する外国人は、個々の許可の内容により報酬を
受ける活動の可否が決定。

⑤資格外活動（留学生のアルバイト等） 約37.3万人【約23.8万人】
・本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内（1週28時間以内等）で、相当と認められる
場合に報酬を受ける活動が許可。

③技能実習 約38.4万人【約11.2万人】
・技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的。
・平成22年7月1日施行の改正入管法により、技能実習生は入国１年目から雇用関係の
ある「技能実習」の在留資格が付与されることになった（同日以後に資格変更をした技能
実習生も同様。）。

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能。【 】は関東地区

日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約127.９万人の内訳)

※外国人雇用状況の届出状況（令和元年10月末現在）による。外国人雇用状況届出制度は、事業主が外国人の雇入れ・離職の際に、氏名、在留資格、在留期間等を
確認した上でハローワークへ届出を行うことを義務づける制度 （労働施策総合推進法第２８条）。なお、「外交」「公用」及び「特別永住者」は対象外である。

「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格

在留資格 具体例

教 授 大学教授等

高度専門職 ポイント制による高度人材

経営・管理 企業等の経営者・管理者

法律
・会計業務

弁護士、公認会計士等

医 療 医師、歯科医師、看護師

研 究 政府関係機関や私企業等の研究者

教 育 中学校・高等学校等の語学教師等

技術
・人文知識
・国際業務

機械工学等の技術者、 通訳、デザイナー、
私企業の語学教師、マーケティング業務従
事者等

企業内転勤 外国の事業所からの転勤者

介 護 介護福祉士

技 能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航
空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
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日本で就労する外国人のカテゴリー（総数約166万人の内訳）



日本で就労する外国人のカテゴリー(総数 約127.９万人の内訳)

※外国人雇用状況の届出状況による。
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日本で就労する外国人のカテゴリー（関東地区都県別状況）

都・県
外国人労働者数

（構成比）

①専門的・
技術的分野
（構成比）

②身分に基づく在留

（構成比）

③技能実習

（構成比）

④特定活動

（構成比）

⑤資格外活動

（構成比）

⑥不明

茨 城 37,245 (2.2) 4,492 (1.4) 13,908 (2.6) 14,351 (3.7) 1,215 (3.0) 3,279 (0.9) 0

栃 木 27,385 (1.7) 2,763 (0.8) 12,196 (2.3) 8,133 (2.1) 1,984 (4.8) 2,309 (0.6) 0

群 馬 39,296 (2.4) 3,986 (1.2) 19,171 (3.6) 10,145 (2.6) 2,409 (5.9) 3,585 (1.0) 0

埼 玉 75,825 (4.6) 9,284 (2.8) 30,311 (5.7) 17,072 (4.4) 1,982 (4.8) 17,176 (4.6) 0

千 葉 60,413 (3.6) 7,745 (2.4) 19,818 (3.7) 14,744 (3.8) 1,565 (3.8) 16,541 (4.4) 0

東 京 485,345 (29.3) 156,478 (47.6) 122,272 (23.0) 20,578 (5.4) 12,089 (29.4) 173,921 (46.6) 7

神奈川 91,581 (5.5) 20,515 (6.2) 39,411 (7.4) 12,642 (3.3) 2,250 (5.5) 16,756 (4.5) 7

新 潟 10,430 (0.6) 1,298 (0.4) 2,623 (0.5) 4,272 (1.1) 274 (0.7) 1,963 (0.5) 0

山 梨 8,166 (0.5) 1,035 (0.3) 4,331 (0.8) 1,975 (0.5) 123 (0.3) 702 (0.2) 0

長 野 20,015 (1.2) 1,928 (0.6) 8,814 (1.7) 7,639 (2.0) 318 (0.8) 1,316 (0.4) 0

関東計 855,701 (51.6) 209,524 (63.7) 272,855 (51.3) 111,551 (29.1) 24,209 (58.9) 237,548 (63.7) 14

全 国 1,658,804 (100.0) 329,034 (100.0) 531,781 (100.0) 383,978 (100.0) 41,075 (100.0) 372,894 (100.0) 42

全 国 関東計 茨 城 栃 木 群 馬 埼 玉 千 葉 東 京 神奈川 新 潟 山 梨 長 野

令和元年１０月末現在 383,978 111,551 14,351 8,133 10,145 17,072 14,744 20,578 12,642 4,272 1,975 7,639

前年同期比（％） 24.5 25.0 8.9 21.0 23.7 29.8 23.0 35.5 29.3 30.2 37.9 20.2

平成３０年１０月末現在 308,489 89,266 13,174 6,724 8,201 13,150 11,988 15,182 9,776 3,282 1,432 6,357

前年同期比（％） 19.7 23.6 16.0 29.0 21.1 24.7 23.0 27.6 27.4 26.7 13.6 22.8

平成２９年１０月末現在 257,788 72,238 11,358 5,214 6,774 10,543 9,747 11,900 7,673 2,591 1,261 5,177

技能実習 対前年増減状況技能実習 対前年増減状況

※外国人雇用状況の届出状況（令和元年10月末現在）による。



【国籍別】技能実習生数（関東地区都県別状況）
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※外国人雇用状況の届出状況（令和元年10月末現在）による。

都・県 総計 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

茨 城 14,351
ベトナム 中国 インドネシア フィリピン タイ カンボジア

4,750 4,214 2,416 1,092 651 534

栃 木 8,133
ベトナム 中国 フィリピン インドネシア タイ カンボジア

3,830 1,908 1,047 867 201 119

群 馬 10,145
ベトナム 中国 インドネシア フィリピン タイ ミャンマー

4,540 2,570 1,192 807 442 316

埼 玉 17,072
ベトナム 中国 インドネシア フィリピン タイ ミャンマー

8,450 3,359 1,896 1,752 583 359

千 葉 14,744
ベトナム 中国 フィリピン インドネシア タイ ミャンマー

7,168 3,566 1,231 1,012 792 366

東 京 20,578
ベトナム 中国 フィリピン インドネシア ミャンマー タイ

11,404 3,310 2,140 1,803 829 477

神奈川 12,642
ベトナム 中国 インドネシア フィリピン タイ ミャンマー

6,944 2,050 1,418 912 489 329

新 潟 4,272
ベトナム 中国 フィリピン インドネシア ミャンマー ネパール

2,167 962 408 323 157 82

山 梨 1,975
ベトナム 中国 フィリピン インドネシア ミャンマー タイ

1,116 284 255 130 100 56

長 野 7,639
ベトナム 中国 フィリピン インドネシア タイ カンボジア

3,307 1,823 1,104 929 183 121

都・県 総 計 中 国 韓 国 フィリピン ベトナム ネパール インドネシア ブラジル ペルー その他

茨 城 14,351 4,214 0 1,092 4,750 5 2,416 0 0 1,874

栃 木 8,133 1,908 0 1,047 3,830 15 867 0 0 466

群 馬 10,145 2,570 4 807 4,540 13 1,192 2 0 1,017

埼 玉 17,072 3,359 5 1,752 8,450 65 1,896 3 2 1,540

千 葉 14,744 3,566 4 1,231 7,168 21 1,012 1 0 1,741

東 京 20,578 3,310 5 2,140 11,404 38 1,803 8 0 1,870

神奈川 12,642 2,050 2 912 6,944 13 1,418 1 1 1,301

新 潟 4,272 962 1 408 2,167 82 323 2 0 327

山 梨 1,975 284 0 255 1,116 0 130 13 0 177

長 野 7,639 1,823 0 1,104 3,307 4 929 0 0 472

関東計 111,551 24,046 21 10,748 53,676 256 11,986 30 3 10,785

全 国 383,978 86,982 62 34,965 193,912 501 32,480 129 73 34,874



【産業別】技能実習生数（関東地区都県別状況）

5※外国人雇用状況の届出状況（令和元年10月末現在）による。

都・県
全産業
計

うち
農業
・林業

うち
建設業

うち
製造業

うち
情報
通信業

うち
卸売業
・小売業

うち
宿泊業・
飲食ｻｰ
ﾋﾞｽ業

うち
教育・
学習支援
業

うち
ｻｰﾋﾞｽ業
（他に分
類されな
いもの）

茨 城 14,351 6,378 1,232 5,672 0 420 17 0 186

栃 木 8,133 883 663 5,570 0 320 32 0 309

群 馬 10,145 1,341 902 6,633 5 608 57 0 298

埼 玉 17,072 474 5,907 7,999 19 1,096 73 4 368

千 葉 14,744 2,025 3,647 5,966 19 1,392 85 7 402

東 京 20,578 18 8,581 4,566 109 2,760 654 2 1,332

神奈川 12,642 120 5,264 5,088 0 859 65 0 485

新 潟 4,272 45 610 3,002 9 441 8 0 52

山 梨 1,975 68 294 1,169 0 163 24 0 78

長 野 7,639 1,907 493 4,718 3 218 8 1 163

関東計 111,551 13,259 27,593 50,383 164 8,277 1,023 14 3,673

全 国 383,978 31,949 64,924 220,747 246 28,481 3,303 35 11,286

都・県 総計 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

茨 城 14,351
農業・林業 製造業 建設業

卸売業
小売業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

医療
福祉

6,378 5,672 1,232 420 186 138

栃 木 8,133
製造業 農業・林業 建設業

卸売業
小売業

サービス業
（他に分類さ
れないもの

学術研究，
専門・技術
サービス業

5,570 883 663 320 309 105

群 馬 10,145
製造業 農業・林業 建設業

卸売業
小売業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

運輸業
郵便業

6,633 1,341 902 608 298 148

埼 玉 17,072
製造業 建設業

卸売業
小売業

運輸業
郵便業

農業・林業
サービス業
（他に分類さ
れないもの）

7,999 5,907 1,096 557 474 368

千 葉 14,744
製造業 建設業 農業・林業

卸売業
小売業

運輸業
郵便業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

5,966 3,647 2,025 1,392 503 402

東 京 20,578
建設業 製造業

卸売業
小売業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

運輸業
郵便業

宿泊業
飲食サービ
ス業

8,581 4,566 2,760 1,332 928 654

神奈川 12,642
建設業 製造業

卸売業
小売業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

運輸業
郵便業

医療
福祉

5,264 5,088 859 485 184 182

新 潟 4,272
製造業 建設業

卸売業
小売業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

医療
福祉

農業・林業

3,002 610 441 52 46 45

山 梨 1,975
製造業 建設業

卸売業
小売業

運輸業
郵便業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

農業・林業

1,169 294 163 92 78 68

長 野 7,639
製造業 農業・林業 建設業

卸売業
小売業

サービス業
（他に分類さ
れないもの）

医療
福祉

4,718 1,907 493 218 163 52



２.外国人技能実習生の実習実施機関に対
する監督指導、送検等の状況（令和元年）
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1,348 （23.8％）

1,097 （19.3％）

771 （13.6％）

⑴ 関東地域の労働基準監督機関において、実習実施
機関に対して2,042件の監督指導を実施し、その
73.4％に当たる1,498件で労働基準関係法令違反が認
められた。
＜注＞違反は実習実施機関に認められたものであり、日本人労働者に係

る違反も含まれる。

１ 監督指導状況

⑵ 主な違反事項は、①労働時間（23.0％）、②賃金台
帳（19.4％）、③割増賃金（18.8％）の順に多かった。

＜注＞ 違反事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているので、
各違反事項の件数の合計と違反事業場数とは一致しない。 7
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⑶ 労働基準監督官が監督指導した事例には、以下のようなものがあった。

事例

出入国管理機関からの通報（技能実習生に係る労基法違反疑い）に基づき技能実
習実施者（事業場）を監督した事案

出入国管理機関から、労働関係書類に記載不備
があるという通報があったことを端緒に監督を実
施。

監督の結果、技能実習生に対して、
① 実際に労働した時間に対する賃金ではなく、

月平均所定労働時間分の賃金を支払っていた
② 時間外労働協定の締結なしに時間外労働を行

わせており、最長で１か月74時間58分の時間外
労働が認められた

③ 週40時間を超える労働時間に対して割増賃金
を支払っていなかった

事実が認められた。

主な行政指導の内容は右記のとおり。

概 要 指導内容

２ 時間外労働に関する協定を締結することなく時
間外労働を行わせていたことについて是正を勧告
し、併せて過重労働による健康障害防止について
指導した。

労働基準法第32条（労働時間）

指導結果

上記各法違反・指導事項については、すべて是
正・改善されている。

8

３ 週40時間を超える時間外労働時間に対して割増
賃金を支払っていなかったことについて、是正を
勧告した。

労働基準法第37条（時間外、休日及び深夜の割増賃金）

１ 実際に労働した時間分に対する賃金を支払って
いなかったことについて、是正を勧告した。

労働基準法第24条（賃金の一部不払い）
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外国人技能実習生受入れ事業場に対する監督指導結果

（関東地域）

（平成２８年１月～１２月）

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 合計

監督指導実施
事業場数

228 102 115 77 143 181 82 74 27 178 1207

違 反 事 業
場 数

160 65 72 49 125 136 58 47 23 123 858

主

な

違

反

労働基準法第１５条
（労働条件の明示） 21 6 8 6 21 22 6 1 6 23 120 

同 法 第２４条
（賃金の支払） 64 3 8 5 11 34 5 2 5 28 165 

同法第３２,４０条
（労働時間） 36 25 23 26 48 36 22 12 15 44 287 

同 法 第３７条
（割増賃金） 20 13 10 12 24 41 9 9 7 15 160 

同 法 第８９条
（就業規則） 12 7 11 6 17 19 5 5 5 19 106 

同 法 第１０８条
（賃金台帳） 50 5 3 5 14 29 5 1 0 8 120 

同 法 第９６条
（寄宿舎関係） 0 1 0 0 0 2 0 2 0 5 10 

労働安全衛生法
（第20～25条） 42 27 25 4 63 37 26 29 9 59 321 

安全関係 24 17 14 10 47 30 20 16 4 34 216 

衛生関係 18 10 11 8 16 7 6 8 5 25 114 

最低賃金法第4条 6 3 0 0 4 7 2 1 0 3 26 

健康診断 30 7 13 3 9 26 4 5 0 10 107 

外国人技能実習生受入れ事業場に対する監督指導結果

（関東地域）

（平成２９年１月～１２月）

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 合計

監督指導実施
事業場数

143 114 114 108 137 172 98 76 36 162 1160

違 反 事 業
場 数

105 83 83 72 120 133 66 58 29 111 860

主

な

違

反

労働基準法第１５条
（労働条件の明示） 20 6 13 17 12 32 12 6 9 9 136 

同 法 第２４条
（賃金の支払） 25 30 10 8 8 26 11 9 4 9 140 

同法第３２,４０条
（労働時間） 29 25 33 50 47 48 28 17 8 41 326 

同 法 第３７条
（割増賃金） 27 11 17 18 28 53 12 11 8 16 201 

同 法 第８９条
（就業規則） 6 9 15 15 10 31 11 5 2 15 119 

同 法 第１０８条
（賃金台帳） 22 3 6 8 11 44 8 9 6 10 127 

同 法 第９６条
（寄宿舎関係） 3 2 3 0 2 6 0 0 0 2 18 

労働安全衛生法
（第20～25条） 27 33 34 13 61 6 18 21 12 43 268 

安全関係 18 20 23 9 47 4 12 11 8 28 180 

衛生関係 9 13 11 4 14 2 6 10 4 15 88 

最低賃金法第4条 2 2 1 3 5 6 1 2 1 7 30 

健康診断 19 9 13 7 11 9 4 6 7 10 95 
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外国人技能実習生受入れ事業場に対する監督指導結果

（関東地域）

（平成３０年１月～１２月）

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 合計

監督指導実施
事業場数

163 122 156 120 194 202 131 83 50 141 1362

違 反 事 業
場 数

103 88 115 79 160 134 97 59 30 101 966

主

な

違

反

労働基準法第１５条
（労働条件の明示） 13 6 8 7 13 20 12 3 3 9 94

同 法 第２４条
（賃金の支払） 7 4 14 6 7 26 12 6 4 12 98

同法第３２,４０条
（労働時間） 43 39 45 31 62 40 31 16 9 45 361

同 法 第３７条
（割増賃金） 21 13 23 13 26 45 19 9 9 22 200

同 法 第８９条
（就業規則） 15 14 16 12 23 12 10 6 3 9 120 

同 法 第１０８条
（賃金台帳） 8 8 6 6 12 26 11 3 2 8 90 

同 法 第９６条
（寄宿舎関係） 0 1 1 4 1 1 6 5 1 0 20

労働安全衛生法
（第20～25条） 54 33 57 21 80 40 34 31 11 43 404 

安全関係 38 22 39 15 67 36 25 23 7 28 300

衛生関係 16 11 18 6 13 4 9 8 4 15 104 

最低賃金法第4条 1 3 0 3 0 1 3 0 0 2 13

健康診断 8 8 14 6 13 6 6 3 4 8 76 

外国人技能実習生受入れ事業場に対する監督指導結果

（関東地域）

（令和元年１月～１２月）

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 山梨 長野 合計

監督指導実施
事業場数

244 160 214 270 324 259 212 94 65 200 2042

違 反 事 業
場 数

174 112 136 211 253 205 161 71 49 126 1498

主

な

違

反

労働基準法第１５条
（労働条件の明示） 20 7 26 37 39 23 23 4 6 16 201

同 法 第２４条
（賃金の支払） 33 14 21 69 42 52 35 11 11 11 299

同法第３２,４０条
（労働時間） 50 34 46 72 75 62 58 15 27 30 469

同 法 第３７条
（割増賃金） 34 20 35 71 53 63 45 13 22 27 383

同 法 第８９条
（就業規則） 17 12 23 33 34 38 30 9 7 23 226

同 法 第１０８条
（賃金台帳） 46 18 22 98 75 71 32 6 10 17 395

同 法 第９６条
（寄宿舎関係） 0 1 2 9 0 0 0 9 1 0 22

労働安全衛生法
（第20～25条） 58 41 43 35 82 61 44 31 19 70 484

安全関係 36 28 23 24 67 51 35 23 14 53 354

衛生関係 22 13 20 11 15 10 9 8 5 17 130

最低賃金法第4条 7 7 3 7 11 6 2 2 0 4 49

健康診断 42 29 39 37 22 42 41 4 15 24 295



25        

8        

5        

２ 申告状況

⑴ 技能実習生から関東地域の労働基準監督機関
に対して労働基準関係法令違反の是正を求めて
なされた申告は34件であった。

23

17
15

34

0

10

20

30

40

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（件）

賃 金 ・ 割 増 賃 金 の 不 払
（労働基準法第24条、第37条）・

最 低 賃 金 の 不 払
（ 最 低 賃 金 法 第 ４ 条 ） ・

そ の 他

⑵ 主な申告内容は、①賃金・割増賃金の不払(25件)、
②最低賃金の不払(８件)の順に多かった。

＜注＞申告事項が２つ以上ある場合は、各々に計上しているの
で、各申告事項の件数の合計と申告件数とは一致しない。

11



12

外国人技能実習生受入れ事業場に係る申告受理状況

（関東地域）

（平成２８年１月～１２月）

局 受理件数

主要事項別申告事項

労働基準法
最低賃金法

賃金不払 解雇

茨 城 7 7 0 0 

栃 木 0 0 0 0 

群 馬 5 5 1 1 

埼 玉 3 2 1 0 

千 葉 4 4 1 1 

東 京 2 2 1 0 

神 奈 川 1 1 1 0 

新 潟 0 0 0 0 

山 梨 0 0 0 0 

長 野 1 0 1 0 

合 計 23 21 6 2 

外国人技能実習生受入れ事業場に係る申告受理状況

（関東地域）

（平成２９年１月～１２月）

局 受理件数

主要事項別申告事項

労働基準法
最低賃金法

賃金不払 解雇

茨 城 5 4 2 0 

栃 木 2 2 0 0 

群 馬 2 0 0 0 

埼 玉 4 3 1 0 

千 葉 0 0 0 0 

東 京 3 2 0 0 

神 奈 川 1 1 0 0 

新 潟 0 0 0 0 

山 梨 0 0 0 0 

長 野 0 0 0 0 

合 計 17 12 3 0 
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外国人技能実習生受入れ事業場に係る申告受理状況

（関東地域）

（平成３０年１月～１２月）

局 受理件数

主要事項別申告事項

労働基準法
最低賃金法

賃金不払 解雇

茨 城 3 3 0 0 

栃 木 2 2 0 1 

群 馬 0 0 0 0 

埼 玉 1 1 1 0 

千 葉 2 2 0 0 

東 京 2 2 0 0 

神 奈 川 3 3 1 0 

新 潟 2 2 0 2 

山 梨 0 0 0 0 

長 野 0 0 0 0 

合 計 15 15 2 3 

外国人技能実習生受入れ事業場に係る申告受理状況

（関東地域）

（令和元年１月～１２月）

局 受理件数

主要事項別申告事項

労働基準法
最低賃金法

賃金不払 解雇

茨 城 5 5 2 1

栃 木 3 2 1 1

群 馬 6 1 0 4

埼 玉 9 8 0 2

千 葉 6 5 1 0

東 京 2 2 0 0

神 奈 川 3 2 1 0

新 潟 0 0 0 0

山 梨 0 0 0 0

長 野 0 0 0 0

合 計 34 25 5 8
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平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

労働基準法・最低賃金法違反 労働安全衛生法違反

３ 送検状況

技能実習生に係る重大・悪質な労働基準関係法令違反が認められた事案として、関東地域の労働基準監督機関が
送検した件数は４件であった。
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技能実習生に係る送検件数（平成28年～令和元年）

局

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

労基法
最賃法

安衛法
労基法
最賃法

安衛法
労基法
最賃法

安衛法
労基法
最賃法

安衛法

茨 城 2 0 0 0 1 0 0 0
栃 木 0 0 0 0 0 0 0 0
群 馬 0 0 0 1 0 0 0 0
埼 玉 3 0 2 0 0 0 0 0
千 葉 0 0 0 0 0 1 0 0
東 京 0 0 1 0 0 0 0 0
神 奈 川 0 0 0 1 0 0 1 0
新 潟 0 0 0 0 0 0 0 0
山 梨 0 0 2 0 0 0 0 0
長 野 1 0 0 0 0 1 3 0
合 計 6 0 5 2 1 2 4 0



４ 労働基準監督機関と出入国管理機関等との相互通報状況（平成30年までの数値）

⑴ 技能実習生の労働条件の確保を図るため、労働基
準監督機関と出入国管理機関等が、その監督等の
結果を相互に通報している。

⑵ 関東地域で労働基準監督機関から出入国管理機関
等へ通報（※１）した件数は62件、出入国管理機関等
から労働基準監督機関へ通報（※２）された件数は９
件である（平成30年数値）。

※１ 労働基準監督機関から出入国管理機関等へ通報する事案
労働基準監督機関において実習実施機関に対して監督指
導等を実施した結果、技能実習生に係る労働基準関係法
令違反が認められた事案

※２ 出入国管理機関等から労働基準監督機関へ通報する事案
出入国管理機関等において実習実施機関を調査した結果、
技能実習生に係る労働基準関係法令違反の疑いがあると
認められた事案

⑶ 労働基準監督機関が、出入国管理機関等から通報
を受けた実習実施機関については、監督指導等を
実施している。

⑷ 強制労働等技能実習生の人権侵害が疑われる事
案については、出入国管理機関等との合同監督・調
査を行うこととしている。

155

99 99

6258

84

25
9

0

200

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

労働基準監督機関から出入国管理機関等へ

出入国管理機関等から労働基準監督機関へ
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労働基準監督機関と出入国管理機関等との相互通報件数（平成27年～30年）
(関東地域)

上段が労働基準監督機関から出入国管理機関等への通報件数
下段が出入国管理機関等から労働基準監督機関への通報件数

局 27年 28年 29年 30年

茨 城
20 15 14 13
31 65 14 0

栃 木
2 4 5 1

1 3 0 0

群 馬
9 7 8 9
0 1 0 5

埼 玉
8 5 8 4

7 4 4 1

千 葉
7 11 17 12

7 4 1 1

東 京
30 29 35 12

0 2 0 2

神奈川
3 1 3 3

8 2 5 0

新 潟
5 5 3 4
1 0 1 0

山 梨
1 0 1 2
2 2 0 0

長 野
70 22 5 2
1 1 0 0

合 計
155 99 99 62

58 84 25 9
17



３．労働局の取組
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外国人労働者の皆さまへ

相談時間：９:30～16:30（12:00～13:00を除く）

東京労働局で７言語、新宿労働基準監督署で６言語の外国語による労働
条件の相談を以下のとおり窓口・電話で受け付けております。※窓口に
相談に来られる際は、事前に相談日時等について予約願います。

外国人労働者相談コーナーのご案内

相談内容：賃金・残業代が支払われない、予告なく解雇された
等

英 語 月 ・ 金
中 国 語 月 ・ 火 ・ 木
タ ガ ロ グ 語 火 ・ 水 ・ 金
ベ ト ナ ム 語 月・火・水・金
ネ パ ー ル 語 火 ・ 木
カ ン ボ ジ ア 語
（クメール語） 水

モ ン ゴ ル 語 木

東京労働局
労働基準部 監督課
☎03-3816-2135
102-8306
千代田区九段南1-2-1
九段第３合同庁舎13階

東西線・半蔵門線・都営新宿線
九段下駅徒歩５分

英 語 火
中 国 語 火 ・ 木 ・ 金
ミ ャ ン マ ー 語 月
韓 国 語 月 ・ 木 ・ 金
タ イ 語 水
インドネシア語 水

新宿労働基準監督署
☎03-5338-5582
169-0073
新宿区百人町4-4-1
新宿労働総合庁舎4階
ＪＲ線 高田馬場駅 戸山口下車徒歩５分
西武線 高田馬場駅 戸山口下車徒歩7分
東西線 高田馬場駅下車徒歩10分

外国人労働者向け相談ダイヤルのご案内
厚生労働省では、「外国人労働者向け相談ダイヤル」を開設し、英語や中国語のほか、
下記の13言語について、外国人労働者の方からの相談に対応しています。 「外国人労
働者向け相談ダイヤル」では、労働条件に関する問題について、法令の説明や関係機関
の紹介等を行います。 「外国人労働者向け相談ダイヤル」での相談は、固定電話からは
180秒ごとに8.5円（税込）、携帯電話からは180秒ごとに10円（税込）の料金が発
生します。

労働条件相談ほっとラインのご案内
「労働条件相談ほっとライン」は、厚生労働省が委託事業として実施している事業です。
全国どこからでも、無料で通話できるフリーダイヤルです。固定電話・携帯電話・公衆電話
のいずれからも御利用いただけます。「労働条件相談ほっとライン」での相談は、日本語に
加え、英語や中国語のほか、下記の14言語に対応しています。都道府県労働局や労働
基準監督署の閉庁後や休日に、労働条件に関する問題について、法令の説明や関係機
関の紹介等を行います。
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外国人労働者の皆さまへ
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外国人在留支援センター FRESC

【最寄駅】
ＪＲ中央線・総武線／丸ノ内線 四ツ谷駅 徒歩1分
南北線 四ツ谷駅 徒歩３分

【開庁時間】
平日9:00～17:00
土日祝日、年末年始は閉庁

【電話番号】（6月29日より）
0570-011000（代表電話：ナビダイヤル）

① 上記に電話 → ② 言語を選択（「１」日本語 or 「２」英語） → ③ 施設を選択（「３」をプッシュ）

東京外国人雇用サービスセンターは、
「外国人在留支援センター（FRESC/フレスク）」

に移転します。

移転日：令和２年６月２９日（月）
新住所：〒160-0004

東京都新宿区四谷１丁目６番1号
コモレ四谷 四谷タワー 13階

「外国人在留支援センター（FRESC／フレスク）」とは、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する国の機関です。
入居機関：出入国在留管理庁在留支援課・開示請求窓口、東京出入国在留管理局、東京法務局
人権擁護部、日本司法支援センター（法テラス）、東京労働局外国人特別相談・支援室、
東京外国人雇用サービスセンター、外務省ビザ・インフォメーション、日本貿易振興機構（ジェトロ）

ハローワーク新宿 東京外国人雇用サービスセンター
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失踪技能実習生を減少させるための施策

（注）技能実習生数は，前年末の在留技能実習生と当年に新規入国した技能実習生の合計人数

２ これまでの取組

◇ 平成２９年１１月に施行された技能実習法の下，外国人技能実
習機構による適正化に向けた各種取組

・ 技能実習計画の認定制 ・ 監理団体の許可制

・ 定期的な実地検査 ・ 母国語相談体制の充実

・ 二国間取決めによる送出しの適正化

・ 違約金の定めなどの不適正な契約を認知した場合は，監理

団体の許可を取り消し，送出国政府に通報するなど厳正に対処

◇ 法務省技能実習ＰＴによる制度の適正化に向けた検討

（ＰＴにおける主な指摘事項）

・ 失踪等事案の届出受理後の初動対応強化

・ 二国間取決めや省令改正，在留カード番号等の活用などに

よる制度の適正化の一層の推進

・ 技能実習生に対する支援・保護の強化

出入国在留管理庁

３ 失踪防止に向けた主な施策

①不適切な監理団体・実習実施者等を制度に関与させないた

めの施策

・ 失踪者を出した送出機関・監理団体・実習実施者に対し，

帰責性等を踏まえて技能実習生の新規受入れを停止

・ 相手国におけるブローカー対策を促すなど，二国間取決

めに基づく対応の強化

②実習中の技能実習生を失踪させないための施策

・ 失踪技能実習生を雇用した企業の刑事告発及び公表

・ 特定技能の調査に併せて，技能実習生からも処遇状況

（賃金等支払状況や人権侵害の有無）についてヒアリング

１ 失踪の主な原因

◇ 賃金等の不払いなど，実習実施者側の不適正な取扱い
◇ 入国時に支払った費用の回収等，実習生側の経済的な事情

③失踪した技能実習生の不法就労を防止する施策

・ 失踪をさせた企業から失踪先等に係る情報収集の強化

・ 在留カード番号等を活用した不法就労等の摘発強化

・ 失踪技能実習生の在留資格取消しの強化

・ 失踪技能実習生に係る情報の関係省庁との共有

④その他

・ 失踪・死亡事案発生時の速やかな実地検査等の実施

・ 制度の厳格化について入管庁から監理団体に対して直

接周知

※上記①～④の施策の実施に併せて，技能実習生に対する支援制度の周知徹底も行う。

（注）




